
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一端寄り部分に電池外殻が嵌入される電池装着用凹部を有し且つ他端寄り部分に基板内装
空間を有する電話機外殻と、電池装着用凹部の一端内面に設けた電話機本体側係合部と、
該電話機本体側係合部に嵌合し得るように電池外殻の一端に設けた電池側係合部と、基板
内装空間から電池装着用凹部内へ貫通するように電池装着用凹部の他端内面に穿設した挿
通孔と、該挿通孔に係合し得るように電池外殻他端に設けられ且つ付勢手段により挿通孔
に向かって押圧される突起部と、挿通孔より基板内装空間へ挿入されるＳＩＭカードを支
持し得るように電話機外殻内に配置したカード支持台と、該カード支持台に支持されてい
るＳＩＭカードを挿通孔より電池装着用凹部内へ押し出し得るようにカード支持台に取り
付けられ且つ電話機外殻の外部から操作可能なスライドレバーとを備え、該スライドレバ
ーの先端部を、電池外殻他端の突起部に当接し得るように形成したことを特徴とする携帯
電話機。
【請求項２】
スライドレバー先端部及び電池外殻他端の突起部の形状を、レバー先端部が突起部を電話
機外殻の外方へ押し出し得るように形成した請求項１に記載の携帯電話機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は携帯電話機に関するものである。
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【０００２】
【従来の技術】
図６は従来のＧＳＭ（ Groupe Special Mobile）方式のディジタル移動体通信用の携帯電
話機の一例を示すもので、この携帯電話機は、外殻後部１並びに外殻前部２によって構成
される電話機外殻３と、送受信に必要な電力を得るための電池（図示せず）が内装されて
いる電池外殻４と、種々データが予め入力設定されているＳＩＭ（ Sigle Inline Memory
）カード５とを備えている。
【０００３】
外殻後部１の下端寄り部分には、電池外殻４が嵌入される電池装着用凹部６が形成されて
いる。
【０００４】
この電池装着用凹部６の下端内面には、電池外殻４の下端に設けた電池側係合部７に嵌合
し得る電話機本体側係合部８が、外殻後部１に対して一体的に形成されている。
【０００５】
電池装着用凹部６の上端内面には、電池外殻４の上端に一体的に設けた弾性レバー９の突
起部１０が嵌入し得る係合孔１１が穿設されている。
【０００６】
上記の外殻後部１と電池外殻４は、該電池外殻４の電池側係合部７が外殻後部１の電話機
本体側係合部８に嵌合した状態で、弾性レバー９の弾性力により突起部１０が係合孔１１
に嵌入すると、外殻後部１に対して電池外殻４が拘束され、また、外殻後部１に対して電
池外殻４が装着されている状態で、手動操作により弾性レバー９をその弾性力に抗して下
方へ付勢すると、突起部１０が係合孔１１から抜け出し、外殻後部１に対する電池外殻４
の拘束が解除される。
【０００７】
更に、電池装着用凹部６の上端内面には、外殻後部１及び外殻前部２によって囲まれる基
板内装空間１２から電池装着用凹部６内へ貫通する挿通孔１３が穿設されている。
【０００８】
外殻前部２には、前記の基板内装空間１２内に配置される基板１４が取り付けられている
。
【０００９】
この基板１４の下端寄り部分には、送信先電話番号などを入力設定するためのキーボード
部１５が、外殻前部２の下端寄り部分から外部へ露出するように設けられている。
【００１０】
外殻前部２の上端寄り部分には、入力設定された電話番号などを表示するための液晶表示
部１６が取り付けられている。
【００１１】
ＳＩＭカード５は、先に述べた挿通孔１３から基板内装空間１２内に挿入され且つ外殻後
部１に取り付けられたカード支持台（図示せず）に支持されるようになっている。
【００１２】
また、基板１４の上端寄り部分の外殻後部１側に設けたシールドカバー１７には、ＳＩＭ
カード５に対する接片１８が取り付けられている。
【００１３】
更に、外殻後部１には、外部からの手動操作によって、基板内装空間１２内のＳＩＭカー
ド５を、挿通孔１３より電池装着用凹部６内へ押し出し得るスライドレバー１９が取り付
けられており、該スライドレバー１９は、スプリング（図示せず）によって外殻後部１の
上端側へ向かって押圧されている。
【００１４】
図６に示す携帯電話機のおいて、ＳＩＭカード５の交換を行う際には、手動操作により弾
性レバー９をその弾性力に抗して下方へ付勢し、外殻後部１に対する電池外殻４の拘束を
解除して、該電池外殻４を電話機外殻３から取り外す。
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【００１５】
次いで、手動操作によりスライドレバー１９をスプリングの弾性力に抗して下方へ付勢し
、基板内装空間１２内のＳＩＭカード５を挿通孔１３から電池装着用凹部６へ押し出す。
【００１６】
この後、別のＳＩＭカード５を挿通孔１３から基板内装空間１２内に挿入したうえ、電池
外殻４を外殻後部１に装着する。
【００１７】
このように、ＳＩＭカード５を基板内装空間１２から抜き出す場合には、電話機外殻３か
らの電池外殻４の取り外しが必須条件となるため、カード交換時にＳＩＭカード５への給
電が確実に停止されることになる。
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図６に示す携帯電話機では、電池装着用凹部６の狭隘な上端内面に、係合
孔１１と挿通孔１３とを設けているので、当該部分に強度不足が生じないように外殻後部
１を設計し且つ生産することは容易ではない。
【００１９】
また、弾性レバー９とスライドレバー１９とが外殻後部１から外部へ突出している形状を
、より洗練された外観にしたいという要望もある。
【００２０】
本発明は上述した実情に鑑みてなしたもので、電話機外殻の設計、生産の容易化と美的外
観の向上を図り得る携帯電話機を提供することを目的としている。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明の請求項１に記載の携帯電話機では、一端寄り部分に電
池外殻が嵌入される電池装着用凹部を有し且つ他端寄り部分に基板内装空間を有する電話
機外殻と、電池装着用凹部の一端内面に設けた電話機本体側係合部と、該電話機本体側係
合部に嵌合し得るように電池外殻の一端に設けた電池側係合部と、基板内装空間から電池
装着用凹部内へ貫通するように電池装着用凹部の他端内面に穿設した挿通孔と、該挿通孔
に係合し得るように電池外殻他端に設けられ且つ付勢手段により挿通孔に向かって押圧さ
れる突起部と、挿通孔より基板内装空間へ挿入されるＳＩＭカードを支持し得るように電
話機外殻内に配置したカード支持台と、該カード支持台に支持されているＳＩＭカードを
挿通孔より電池装着用凹部内へ押し出し得るようにカード支持台に取り付けられ且つ電話
機外殻の外部から操作可能なスライドレバーとを備え、該スライドレバーの先端部を、電
池外殻他端の突起部に当接し得るように形成している。
【００２２】
本発明の請求項２に記載の携帯電話機では、本発明の請求項１に記載の携帯電話機の構成
に加えて、スライドレバー先端部及び電池外殻他端の突起部の形状を、レバー先端部が突
起部を電話機外殻の外方へ押し出し得るように形成している。
【００２３】
本発明の請求項１あるいは請求項２に記載の携帯電話機のいずれにおいても、電話機外殻
の基板内装空間に配置したカード支持台に対してＳＩＭカードを挿入するための挿通孔に
、電話機外殻に対して電池外殻を係止するための突起部を嵌入させて、基板内装空間への
ＳＩＭカードの挿抜と、電話機外殻に対する電池外殻の係止とを、同一の挿通孔によって
行う。
【００２４】
また、カード支持台に支持されているＳＩＭカードを挿通孔から電池装着用凹部内へ押し
出すためのスライドレバーの先端部を、挿通孔に嵌入している突起部に当接させて、電話
機外殻に対する電池外殻の係合解除と、基板内装空間内から外部へのＳＩＭカードの抜き
出しとを、同一のスライドレバーによって行う。
【００２５】
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本発明の請求項２に記載の携帯電話機においては、スライドレバーを電話機外殻に対する
電池外殻の係合解除位置へ移動させると、スライドレバーの先端部が挿通孔に嵌入してい
る突起部を電話機外殻の外方へ押し出す。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
【００２７】
図１から図５は本発明の携帯電話機の実施の形態の一例であり、この携帯電話機は、図示
されていない外殻前部とともに電話機外殻２０を構成する外殻後部２１と、電池（図示せ
ず）が内装されている電池外殻２２と、電話機外殻２０内に配置され且つＳＩＭカード５
を支持し得るカード支持台３０と、該カード支持台３０に取り付けられたスライドレバー
３３とを備えている。
【００２８】
外殻後部２１の下端寄り部分には、電池外殻２２が嵌入される電池装着用凹部２３が形成
されている。
【００２９】
この電池装着用凹部２３の下端内面には、電池外殻２２の下端に設けた電池側係合部２４
に嵌合し得る電話機本体側係合部２５が、外殻後部２１に対して一体的に形成されている
。
【００３０】
電池装着用凹部２３の上端内面には、電池外殻２２の上端に一体的に設けた付勢部材２６
の突起部２７が嵌入し得る挿通孔２８が、電話機外殻２０の基板内装空間２９から電池装
着用凹部２３内へ貫通するように穿設されている。
【００３１】
上記の外殻後部２１と電池外殻２２は、該電池外殻２２の電池側係合部２４が外殻後部２
１の電話機本体側係合部２５に嵌合した状態で、付勢部材２６の弾性力により突起部２７
が挿通孔２８に嵌入すると、外殻後部２１に対して電池外殻２２が拘束される。
【００３２】
カード支持台３０は、基板（図示せず）の上端寄り部分を外殻後部２１側から覆うように
取り付けられたシールドカバー３１と、該シールドカバー３１の外殻後部２１側部分の中
央に嵌入された受け部材３２とを有し、前記の基板を介して図示されていない外殻前部に
取り付けられている。
【００３３】
このカード支持台３０の形成素材には、所定の強度を具備し、耐衝撃性に優れたＡＢＳ樹
脂などが適用され、また、受け部材３２の形成材料には、摩擦係数が低く、表面滑動性に
優れたナイロン樹脂などが適用されている。
【００３４】
スライドレバー３３は、受け部材３２の上端寄り部分に摺動可能に当接する操作部３４と
、該操作部３４より下方へ延び且つ受け部材３２との間にＳＩＭカード５が介在可能な空
間を形成する保持部３５と、該保持部３５の左右両側に形成した上下方向に延びる凸条部
３６と、前記の保持部３５から反シールドカバー側へ突出する突起部３７とを有しており
、保持部３５には、外殻後部２１側から外殻前部側へ貫通する開口３８が穿設され、また
、操作部３４は、外殻後部２１の外部に露出している。
【００３５】
このスライドレバー３３の形成材料には摩擦係数が低く、表面滑動性に優れたナイロン樹
脂などが適用されている。
【００３６】
上記の凸条部３６は、シールドカバー３１に設けた溝３９に嵌合して、カード支持台３０
に対するスライドレバー３３の電話機外殻２０の厚さ方向への変位が規制されている。
【００３７】

10

20

30

40

50

(4) JP 3697071 B2 2005.9.21



保持部３５の上端両側部分は、シールドカバー３１に一体的に設けたストッパ４０によっ
て、カード支持台３０に対するスライドレバー３３の上方への変位量が規制されている。
【００３８】
突起部３７は、シールドカバー３１に取り付けた接片取付座４１の上下方向に延びる長孔
４２に嵌合して、カード支持台３０に対するスライドレバー３３の下方の変位量が規制さ
れている。
【００３９】
これに加えて、突起部３７には、基端部がシールドカバー３１に係止されたトーションス
プリング４３の先端部が係合しており、該トーションスプリング４３の弾性力で、カード
支持台３０に対してスライドレバー３３が下方へ押圧されるようになっている。
【００４０】
また、スライドレバー３３の保持部３５の先端、並びに電池外殻２２に付帯する突起部２
７の形状は、手動操作によりスライドレバー３３をトーションスプリング４３の弾性力に
抗して下方へ付勢したときに、保持部３５の先端部が挿通孔２８に嵌入している突起部２
７を外殻後部２１の外方へ押し出し得るように形成されている。
【００４１】
なお、先に述べた接片取付座４１には、ＳＩＭカード５に対する接片が取り付けられてい
る。
【００４２】
図１から図５に示す携帯電話機のおいて、ＳＩＭカード５の交換を行う際には、手動操作
によりスライドレバー３３をトーションスプリング４３の弾性力に抗して下方へ付勢する
と、スライドレバー３３の保持部３５の先端で挿通孔２８に嵌入している突起部２７が外
殻後部２１の外方へ押し出され、外殻後部２１から電池外殻２２を容易に取り外し得る状
態になる。
【００４３】
次いで、電池外殻２２を外殻後部２１から取り外し、更に、スライドレバー３３を下方へ
付勢すると、カード支持台３０と前記の保持部３５との間に介在しているＳＩＭカード５
が、スライドレバー３３の操作部３４によって電池装着用凹部２３内に押し出される。
【００４４】
この後、別のＳＩＭカード５を挿通孔２８からカード支持台３０とスライドレバー３３の
保持部３５との間に挿入したうえ、電池外殻２２を外殻後部２１に装着する。
【００４５】
すなわち、ＳＩＭカード５を基板内装空間２９から抜き出す場合には、電話機外殻２０か
らの電池外殻２２の取り外しが必須条件となるため、カード交換時にＳＩＭカード５への
給電が確実に停止されることになる。
【００４６】
このように、図１から図５に示す携帯電話機においては、また、外殻後部２１の基板内装
空間２９に配置したカード支持台３０に対してＳＩＭカード５を挿入するための挿通孔２
８に、外殻後部２１に対して電池外殻２２を係止するための突起部２７を嵌入させ、基板
内装空間２９へのＳＩＭカード５の挿抜と、電話機外殻２０に対する電池外殻２２の係止
とを、同一の挿通孔２８によって行うので、電池装着用凹部２３の上端内面に強度低下が
生じにくく、外殻後部１の設計及び生産が容易になる。
【００４７】
また、カード支持台３０に支持されているＳＩＭカード５を挿通孔２８から電池装着用凹
部２３内へ押し出すための操作部３４に連なる保持部３５の先端を、挿通孔２８に嵌入し
ている突起部２７に当接させて、外殻後部２１に対する電池外殻２２の係合解除と、基板
内装空間２９内から外部へのＳＩＭカード５の抜き出しとを、同一のスライドレバーによ
って行うので、電話機外殻２０の背面側の突出物が減少し、携帯電話機の美的外観の向上
を図ることができる。
【００４８】
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更に、シールドカバー３１に取り付けた接片取付座４１に、ＳＩＭカード５に対する接片
を装着しているので、該接片をＳＩＭカード５に確実に接触させることができる。
【００４９】
なお、本発明の携帯電話機は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において変更を加え得ることは勿論である。
【００５０】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明の携帯電話機によれば、下記のような種々の優れた効果を奏し
得る。
【００５１】
（１）本発明の請求項１あるいは請求項２に記載の携帯電話機のいずれにおいても、電話
機外殻の基板内装空間に配置したカード支持台に対してＳＩＭカードを挿入するための挿
通孔に、電話機外殻に対して電池外殻を係止するための突起部を嵌入させ、基板内装空間
へのＳＩＭカードの挿抜と、電話機外殻に対する電池外殻の係止とを、共通の挿通孔によ
って行うので、電池装着用凹部の一端内面に強度低下が生じにくく、電話機外殻の設計及
び生産が容易になる。
【００５２】
（２）また、カード支持台に支持されているＳＩＭカードを挿通孔から電池装着用凹部内
へ押し出し得るスライドレバーの先端部を、挿通孔に嵌入している突起部に当接させて、
電話機外殻に対する電池外殻の係合解除と、基板内装空間内から外部へのＳＩＭカードの
抜き出しとを、１つのスライドレバーによって行うので、電話機外殻の突出部が減少し、
携帯電話機の美的外観の向上を図ることができる。
【００５３】
（３）本発明の請求項２に記載の携帯電話機においては、スライドレバーを電話機外殻に
対する電池外殻の係合解除位置へ移動させると、スライドレバーの先端部が挿通孔に嵌入
している突起部を電話機外殻の外方へ押し出すので、電話機外殻からの電池外殻の取り外
しを容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の携帯電話機の実施の形態の一例において電池外殻が電話機外殻に装着さ
れている状態を示す縦断面図である。
【図２】本発明の携帯電話機の実施の形態の一例において電池外殻を電話機外殻から取り
外す状態を示す縦断面図である。
【図３】本発明の携帯電話機の実施の形態の一例においてＳＩＭカードを電話機外殻から
押し出す状態を示す縦断面図である。
【図４】図１における外殻後部と電池外殻との係合状態を示す部分拡大図である。
【図５】図１から図４におけるカード支持台に対するスライドレバーの取り付け状態を示
す斜視図である。
【図６】従来のＧＳＭ方式の携帯電話機の一例を示す縦断面図である。
【符号の説明】
５　　ＳＩＭカード
２０　電話機外殻
２２　電池外殻
２３　電池装着用凹部
２４　電池側係合部
２５　電話機本体側係合部
２６　付勢部材（付勢手段）
２７　突起部
２８　挿通孔
２９　基盤内装空間
３０　カード支持台
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３３　スライドレバー

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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